
市は､暴力団排除のために警察など関

係機関･団体及び市民と連携､協力して、

効果的な施策を推進するよう努めます。
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0868-32-2056
津山市役所環境生活課

市は､公共施設の利用が暴力団を利す

ることとなると認められるときは､利

用を拒否又は許可を取り消すことが

できます。

0120-33-8930
岡山県警察組織犯罪対策第二課
ｏ
津８６８-２５-０１１

山 警　　察


	page1

